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埼玉県の温暖化対策に関する情報を御紹介させていただくために、 
「埼玉県温暖化対策メールマガジン」を発行しています。 
メールマガジンを御愛読いただくために、できるだけ皆様の 
御意見を反映させていきたいと考えていますので、 
掲載を希望する情報や掲載内容にお気づきの点がございましたら、 
お知らせくださるようお願いします。 
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 埼玉県地球温暖化防止活動推進員 角江紘一さん 

 

☆埼玉県からのお知らせ 

（１）埼玉県環境審議会委員を募集しています 

（２）【募集中】CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】を受け付けています 

（３）温暖化対策啓発動画コンテスト入賞作品を掲載中！≪サイタマどうが≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 



─*☆*☆*★☆*─ 
 コラム 

─*☆*☆*★☆*─ 
 

中東で続く軍事的緊張から、輸入原油の価格が高騰し、ガソリンや電気料金ばかりでなく、

さまざまな物価に影響が広がることが懸念されています。 

そこで、ここに「エコドライブ」について考えてみましょう。 

「エコドライブ１０のすすめ」のうち「自分の燃費を把握しよう」という項目があります。

燃費を管理し、目標を設定し、意欲を持って運転することが大切です。車に燃費表示のない

場合、「前回給油からの走行距離÷ガソリン満タン給油量」で計算できます。因みに、私の

月間最高記録は、３２.９ｋｍ/Ｌです。EV（電気自動車）の場合は、減速時に回生ブレーキ

を活かすことが効果的です。 

ゆくゆく、再エネの活用拡大は必須ですね。外国の情勢に左右されてしまう石油依存を減

らすためにも、この電気社会を再エネ電気で成り立たせましょう。 

 

埼玉県地球温暖化防止活動推進員   角江 紘一 
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  埼玉県からのお知らせ 

─*☆*☆*★☆*─★☆*─★☆*─ 
 

（１）埼玉県環境審議会委員を募集しています 

 

◇応募資格 

 県内在住、在勤又は在学で、令和８年４月１日現在、満 18 歳以上の方（国・地方公共団

体の議員、特別職を含む公務員を除きます） 

 

◇任期 

 令和８年８月１日から２年間 

 

◇申し込み方法 

 【応募申込書】及び【作文（埼玉県の環境に関する意見・提言）】を郵送又は電子メール

で提出してください。 

詳細はこちら→ https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/kankyousingikai/koubo17.html 



 

 ◇募集期間 

  令和８年５月２９日（金）まで（消印有効） 

  

 ◇応募先・問合せ先 

  埼玉県環境部環境政策課 企画調整・環境影響評価担当 

  〒330－9301 さいたま市浦和区高砂３－15－１   

    電話：048-830-3041 ファックス：048-830-4770 

  E-mail：a3010-09@pref.saitama.lg.jp 

 

 

 

（２）【募集中】CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】を受け付けています 

 

埼玉県では、エネルギー価格の高騰が続く中、中小企業の皆さまの体質改善と CO2排出削

減を支援するため、「CO₂排出削減設備導入補助金（緊急対策枠）」を設けました。過去の受

給者も対象ですので、この機会にぜひ御活用ください。 

 

≪概要≫ 

〇対象事業者 

 民間事業者（ただし、会社にあっては、中小企業者に限る。） 

〇補助対象設備 

 ・高効率設備への更新（空調、ボイラー、変圧器等） 

 ・再エネ設備の導入（太陽光発電設備＋蓄電池等） 

 ・CO₂排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新  

（重油焚ボイラーの都市ガスや LPG 等への転換等） 

〇補助率、補助上限 

 補助対象経費の 1/2、上限 500 万円 

〇主な条件 

 ・補助対象経費の合計が 60 万円以上であること 

 ・CO2排出量が削減されること 

・更新設備については、15 年以上使用したと認められること 

・令和８年度募集予定の「スマート CO₂排出削減設備導入補助金」の受給又は受給予定者

でないこと 

〇募集時期： ４月２７日（月）〜 予算額に達するまで 

〇申請方法： 電子申請 

〇採択方法： 原則、申請のあった順 

詳細は以下のホームページを御覧ください。随時更新しています。 



https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/hojokin/r7co2hojo-kinkyutaisaku.html 

 

《問合せ先》  

埼玉県温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当  

TEL：048-830-3021  

E-Mail：a3030-29@pref.saitama.lg.jp 

 

 

 

（３）温暖化対策啓発動画コンテスト入賞作品を掲載中！≪サイタマどうが≫ 

 

埼玉県では、脱炭素型ライフスタイルへの転換を促すため啓発動画のコンテストを実施し、

様々な世代の方々から32作品の御応募をいただきました。令和７年度の入賞作品（15作品）

をサイタマどうがに掲載しましたので、是非御覧ください。 

 

≪埼玉県知事賞≫  食品ロス対策に個々で取り組む時代は終わりました。 

          URL：https://www.youtube.com/watch?v=HKV58vr3Qzg 

≪さいたま市長賞≫地球温暖化を防ぐために、私たちができること 

         URL：https://www.youtube.com/watch?v=Sk3Z3jQrxP0 

 

☟☟その他の入賞作品も、以下から御視聴いただけます☟☟ 

≪サイタマどうが≫https://www.youtube.com/@prefsaitama 

 

温暖化対策啓発動画コンテストの動画作品についての質問・お問合せはこちら☟ 

【担当】埼玉県環境部温暖化対策課 総務・エコライフ推進担当  

  TEL：048-830-3035  

E-mail：a3030-01@pref.saitama.lg.jp 
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